
令和２年度 第２回 仙台市景観総合審議会

日時：令和 2 年 11 月 12 日（木）

13 時 30分～15 時 30 分

場所：AER ６階

仙台市中小企業活性化センター

セミナールーム(１)

次  第

１．開会

２．都市整備局長挨拶

３．会長挨拶

４．事務局からの報告

５．議事

〈審議事項〉

・景観計画の見直しについて

〈報告事項〉

・オープンスペースガイドラインの作成について

６．閉会

― 配 付 資 料 ―

資料１：景観計画の見直しについて

資料２：オープンスペースガイドラインの作成について
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景観計画の見直しについて

１．見直しのポイント（前回のおさらい）

①上位関連計画等の反映

・現在策定中の上位計画となる仙台市基本計画や，都市計画マスタープラン等の関連計画

に沿った変更

②「今後の景観施策のあり方についての提言書」を踏まえた変更

・オープンスペース等のデザイン誘導

・まちの魅力を高める屋外広告物の誘導

・質の高い公共施設整備への取組み

・市民協働による景観づくりの推進 など

③景観計画策定時からのまちの変化

・東日本大震災や地下鉄東西線開業に伴う土地利用変更や新たなまちづくりなどを考慮

した変更

④行為の届出等の業務遂行上の課題に対応した変更

・定性的な表現をイメージしやすい表現に変更

・色彩の基準に関する柔軟性（特例）の追加 など

２．景観計画における新たな景観形成の視点、景観形成の基本方針について

  別紙１のとおり

３． 各章における見直しのポイント

  別紙２のとおり

３．今後のスケジュール

令和２年度   第３回景観総合審議会  変更（中間案素案）の提示

令和３年度   第１回景観総合審議会  変更（中間案）の提示

         パブコメ等

         第２回景観総合審議会  変更（最終案）の提示

         都市計画審議会  変更（最終案）の提示

         告示，施行

資料１



仙台市『杜の都』景観計画（変更） 骨子（案）
新仙台市基本計画（策定中）
【 理 念 】

【目指す都市の姿】

新都市計画マスタープラン（策定中）

【都市づくりの目標像】
「選ばれる都市へ挑戦し続ける“新たな杜の都”」
～自然環境と都市機能が調和した

多様な活動を支え・生み出す持続可能な都市づくり～
【都市づくりの基本方針】
①魅力・活力のある都心の再構築
▷国際競争力を有し、東北と世界を結びつける都市として成長するため、各
エリアの特色強化による都心部の回遊性の向上、近未来技術の活用、イノ
ベーションやトライアルの機会、居心地のよい憩いや交流の場の創出等を通
して、躍動する都心としての魅力・活力の向上に資する再構築を図る。
②都市機能の集約と地域の特色を生かしたまちづくり
③質の高い公共交通を中心とした交通体系の充実
④杜の都の継承と安全・安心な都市環境の充実
▷魅力ある「杜の都」を後世においても継承し、自然環境を生かした美しく
快適な都市空間の形成を図る。
▷生涯を通じて健やかに安全・安心に暮らせるまちとして、市街地の浸水対
策等、災害に強い都市環境の充実を図る。
⑤魅力を生み出す協働まちづくりの推進

提言書～今後の景観施策のあり方について～ Ｒ2.5月

【施策の基本的な考え方】
①都市空間の質の向上（街並み景観への取組み）について
・街並み景観への取組み～眺望から街並みへ～
これまでの仙台城跡や高層ビル等の高い視点からの眺望の重視に加え、新

たな視点として、まちで過ごす市民や来訪者に、より近く、容易に視野に入
る街並みの見え方や感じ方を重視する。
・パブリックスペースの質の向上の取組み～居心地良さをより大切に～
定禅寺通、宮城野通及び青葉通などの仙台のシンボルとなる景観をはじめ、

公園、沿道の建物やオープンスペース等について、居心地良さを大切にした、
人にやさしく、ていねいな空間づくりに取組んでいく。

景観形成の視点

これまでの景観形成の視点に、時点修正を加えると
ともに、上位計画及び関連計画、仙台市景観総合審
議会より提出された「提言書」を踏まえ、現在の
【景観形成の視点】に以下の④⑤を追加する。

⑤人にやさしく居心地の良い街並み景観の形成
市民や世界中からの来訪者が居心地良く過ごす

ことができるよう、街並みの見え方や感じ方に配
慮した、人にやさしく、ていねいな空間づくりに

よる都市空間の質の向上に取組む視点が重要であ
る。

①自然と都市との環境共生に貢献できる景観形成

「杜の都」の由来となった屋敷林などのみどり

は、厳しい環境に打ち勝つための生活の知恵から
生まれたものであり、今日のヒートアイランド現

象をはじめとする都市の環境問題にも準用できる。
このみどりの風土を活かし、自然風景と調和し、

快適で暮らしやすい都市環境の確保に貢献できる
環境共生型の景観形成に幅広く取り組む視点が重
要である。

③機能集約型の都市にふさわしい景観形成

近年の人口減少社会の到来は、新たな都市構造

への転換を求めている。仙台固有のみどりに囲ま
れた姿を守り、都心を中心に機能強化を図り、機

能的・効率的で機能的で効率的な都市構造の形成
を図る「機能集約型都市構造」と充分に連携し、

良好な市街地形成と調和の取れた魅力ある景観を、
都市づくりとして息長く取り組む視点が重要であ
る。

基本テーマ：
杜の都の風土を育む風格ある景観づくり

「杜の都」の風土に育まれ、長い時間をかけて形成された仙台固有の
美しい景観は、市民共有の財産であり、将来にわたって保全・創生し
ていく必要がある。本市は今後も「杜の都」の魅力を高め、風格ある
都市をめざし、市全域について基本テーマと以下の方針を基に景観形
成に取り組む。

景観形成の基本方針

①みどりに囲まれた美しい「都市の眺望風景の保全」
「杜の都」の基調を成す、奥羽山系から連なる山々や丘陵、
仙台平野の田園等から成る自然風景は、市街地景観の借景と
して貴重な役割を有しており、みどりに囲まれた美しい都市
の風景としていつまでも身近に感じ取れるよう眺望風景の保
全を図る。

②都市機能の集約集約型都市構造に適うメリハリのある
「良好な市街地景観の形成」

今後の都市づくりの目標であるとなる都市機能の集約と地域
の特色を生かしたまちづくり機能集約型都市構造は、都市と
環境とのバランスの良いモデルとして望ましい姿を有してお
り、この目標に向けた適正な市街地の形成と連動しながら、
メリハリのある良好な市街地の景観形成を図る。

③暮らしやすさが実感できる「心地良い生活環境の育成」
地域に対する人々の愛着と誇りを育み、街並みの価値観の共
有を促す環境として、家づくり・庭づくり・まちづくり等の
身近な景観形成の活動を通じて、安心して快適に暮らせる心
地良い、ゆとりある生活環境を育成する。

④個性と伝統を受け継ぐ「風情ある街並み景観の醸成」
広瀬川が流れ、青葉山等の丘陵地に囲まれながら、長年にわ
たり息づいてきた街並みは、城下町以来受け継いできた「杜
の都」の佇まいを有しており、この都市文化を尊重し、個性
と伝統のある「杜の都」として風情ある景観の醸成を図る。
⑤仙台の顔にふさわしい

「風格ある都心中心市街地の景観の創生」
東北地域の中枢都市にふさわしくとしての発展をリードし、
世界に誇れる魅力的な都市に向けて国際的な都市間交流が進
む中での中心市街地の果たす役割は大きく、玄関口としての
まち全体の活力を高め創出し、ケヤキ並木等のみどりとに調
和する美しい魅力ある空間として、仙台の顔にふさわしい風
格ある景観の創生を図る。
⑥やさしさと快適さが実感できる

「居心地の良い都市空間の創出」
働く場所、学ぶ・楽しむ場所、暮らす場所として、人々が快
適にまちを回遊できるよう、おもてなしに配慮した、ていね
いなヒューマンスケールの景観形成を図る。

②地域の風土や歴史に魅力と活気を創出する景観

形成
これからの人口減少社会や都市間競争が激化す

る中で、交通の発達とともに、市内外にわたる
人々の交流と国際規模での都市間交流が益々進展

する。都市個性を高め、次世代へ継承していくた
め、このような大交流時代に対応し、地域の価値

を発掘し、街の賑わいを演出する歴史・文化の活
用や観光交流の推進など、市民・事業者・地域・

行政等が連携しながら、地域環境を創出する魅力

ある景観形成に、共に取り組む視点が重要である。

④美しく活気ある街並み景観の形成
グローバルな経済活動を生み出し、世界に通用

する風格を実感できるまちを目指し、通りの美し
さを引き立たせ、たくさんの人が集い、楽しく過

ごせるような魅力的な街並み景観の形成を推進す

る視点が重要である。

別紙１



各章における見直しのポイント

はじめに

   提言書を踏まえた見直し

序章

   主に、提言書を踏まえた変更、景観計画策定時からのまちの変化に伴う見直し

第 1 章 景観計画の区域

   変更無し

第 2 章 良好な景観の形成に関する方針

   主に、上位関連計画等の反映、提言書を踏まえた変更、景観計画策定時からのま

ちの変化に伴う見直し

  例）河川・海岸地ゾーンの景観特性

    東日本大震災の復旧・復興による松林等の再生や東部復興道路の整備等につい

て記載

  例）商業業務地ゾーンの景観形成の方針

   居心地の良いみどりとオープンスペースをもつ、ゆとりと潤いのある景観形成

など、提言内容を反映

第 3 章 良好な景観形成のための行為の制限

   提言書を踏まえた変更、業務遂行上の課題に対応した変更に伴う見直し

   ①行為の制限内容の見直し

    ・提言書の内容を反映

高さ制限の緩和要件について、オープンスペースの創出を追加

オープンスペースの創出など、街並みの見え方に関する事項を追加

    ・定性的な表現についてイメージしやすい表現に変更

    ・色彩に関する柔軟性（特例）の追加             など

②構成の見直し

    市域全域の基準と景観重点区域の基準について、同じ色彩の基準が記載されて

いるなど重複している箇所があるため、集約化し、わかりやすく再構成。

第 4 章 屋外広告物に関する行為の制限

第 5 章 景観重要建造物又は景観重要樹木の指定の方針    基本的に変更無し

第 6 章 景観重要公共施設の整備に関する事項

   

第 7 章 今後の推進方策

   提言書を踏まえた見直し

   ・市民協働による景観づくりの推進、景観資源の更なる発掘と活用、質の高い

公共施設整備への取組み等について記載

別紙２



オープンスペースガイドラインの作成について

１．前回審議会のふり返り

・容積率等を緩和する施策の現状として、緩和要件は空地や緑地を一定程度確保するという定量基準

が主なものとなっている点や創出された空間があまり利用されていない状況である旨を報告。

・今後は、オープンスペースの使い方や居心地の良さをより丁寧に検討する手法、設え等の質に関

する内容をまとめたガイドラインにより協議することで、様々な制度で創出されるオープンスペ

ースについて、各課同じ目標を目指しながら、居心地のよい空間整備を誘導し、回遊性や居心地

の向上を図る。

指針の位置づけと期待される効果

           など

２．オープンスペースガイドラインについて

（１）オープンスペースについて

・オープンスペースとは、街路や公園などの公共施設および民間施設の公共的な空間（全てのひとが

自由に使える空間）である。

・世界からも選ばれるまちを目指すための提言書に基づくオープンスペースに関する景観施策の取

組みについて、全体像を下図に示す。

・下図のうち、今回のオープンスペースガイドラインは、主に緩和施策により創出されるオープンス

ペースを対象にする。

   

オープンスペース

ガイドライン

都市計画法

・都市再生特別地区

・地区計画

建築基準法

・総合設計制度

景観法

・景観計画（高さ緩和） 居心地のよいオープ

ンスペースが増える

【緩和要件】

空地の確保、敷地内緑化

【緩和型の施策】

景観計画による

周辺との調和

人々のための

設えの工夫

○施設としての魅力の向上

○エリアとしての価値の向上

○過ごす人、訪れる人の満足度の向上

○観光や経済の活性化     など

仙台市都市計画マスタープラン

仙台市みどりの基本計画

    仙台市「杜の都」景観計画  など

効果・メリット

次期総合計画（R3年度～R12 年度）

挑戦を続ける、新たな杜の都へ

～“The  Greenest  City”SENDAI～

＋

ガイドラインに基づく検討

私たちが誇りに思い

世界からも

選ばれるまちへ
提供：

ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会

花京院スクエア

質の高い公共施設の整備への取組み

質の高い道路整備

沿道建物のデザイン誘導オープンスペース等の

デザイン誘導

街並みの賑わい創出への取組み

使いやすくする仕組み

使いやすくする支援

既存のオープンスペースへの支援        

など

景観アドバイザーの派遣

市職員を対象とした景観の実務研修※

景観協議の仕組みづくり    など

屋外広告物ガイドライン※

景観計画ガイドライン

街並み形成ガイドライン などオープンスペースガイドライン

【建設局】緑化ガイドライン

※：既に取組んでいる、或いは

検討を始めているもの

国土交通省 HP「まちなかウォーカブル推進プログラム（令和２年度予算決定時点版）」より抜粋

資料２

まちの魅力を高める

屋外広告物の誘導



（２）緩和施策により創出されるオープンスペースの目指す姿について

  ・次期総合計画および今後の景観施策のあり方に関する提言書より導き出した、仙台市の景観形成

の考えおよび緩和施策により創出されるオープンスペースの目指す姿について、別紙２－１に示

す。

   

（３）オープンスペースガイドラインの検討経過について

  ・オープンスペースの目指す方向性が見えてきたことから、表１に示す緩和施策で創出されるオー

プンスペースについて、より丁寧に検討する手法、設え等の質に関する内容を取り入れることが

できないか、各制度の所管課と協議を進めている。

  ・局内関係課との検討チームにおいて検討した内容およびガイドラインの構成案を別紙２－２に示

す。

表１ 検討対象となる緩和施策

緩 和 施 策（※） 検 討 対 象

仙台市「杜の都」景観計画 景観重点区域において、建築物の新築等の「行為の制限」高さ基準

の緩和を適用するもの

上記以外のもの

景観地区

（定禅寺通、青葉通、宮城野通）

建築物の高さ基準の緩和を適用するもの

上記以外のもの

総合設計制度 一般型、再開発方針等適合型、マンション建替え型、街区設計型を

適用するもの

都市再生特別地区 オープンスペースを創出するもの

せんだい都心再構築

プロジェクト

高機能オフィスの整備に着目した容積率の緩和、建替え促進助成金

制度を適用するもの

（※）現在、関係各課と協議をしていることから、状況により変更する可能性あり。

（４）オープンスペースガイドラインの概要

・オープンスペースガイドラインでは、エリアごとの細分化された基準ではなく、使い方も含め

て事業者が提案することを想定している。

・表１に示した緩和施策を適用する場合、全てにおいて第１章の検討フローに沿った検討を行う。

   ・今後は緩和要件としてより実効性のあるものとしていくため、制度の立て付けや各課との連携、

目指す姿となるために「制限とすべき事項」等について関係各課との協議、検討を進める。

（適用する制度により、第２章の基準について必須となる項目は異なる可能性がある。）

  ３．今後のスケジュール

令和２年度

・第３回景観総合審議会 （具体の取組み内容（案））

  令和３年度

・景観計画の変更と合わせ、オープンスペースガイドラインの施行

   ※今後は、「（４）オープンスペースガイドラインの概要」の最後に記載した関係各課との協議、

検討に加え、各課で必要となる手続きの有無や手続きに要する時間を確認しながら、市民に向

けた周知や各種制度の施行時期について足並みが揃うよう、作業を進めていく。

① 回遊拠点をつくる

② 内外に開かれたオープンスペース

③ ひとが主役となる心地よい居場所づくり

④ 特別な時間を過ごすための空間演出

緩和施策により創出される

オープンスペースの目指す姿
景観計画による

周辺との調和

＋

人々のための

設えの工夫



ケヤキの映える外壁素材

壁面の分節化時間を問わず過ごせる空間

楽しいファサード心地良さが伝わる空間演出

人を誘う広告物の演出誰もが利用できる回遊拠点

シンプルで上品な広告物

低層部の賑やかな広告物

【仙台市基本計画（中間案）】
～ “The Greenest City” SENDAI ～

 都市個性を磨き、杜の都を新しいス
テージに押し上げるため、世界に通用
する風格※を実感できるまちを目指す

 杜の都の象徴となる都心空間をつくる

※風格：備わっている好ましさ（美しさや活気）
が、都市の見た目に現れることと捉えます

【今後の景観施策あり方提言】
これまで行ってきた眺望景観保全の取り
組みに加え、

 容易に視野に入る街並みの見え方や感
じ方を重視する

 オープンスペースなどで、居心地良さ
を大切にした、人にやさしく、ていね
いな空間づくりに取り組む

【景観形成の視点への追加点（案）】
（改訂・景観計画 序章２

今後の都市づくりと景観形成の方向）

 美しく活気ある街並み景観の形成
人にやさしく居心地の良い街並み
景観の形成

仙台市の景観形成の考え
これまでの眺望景観保全の取り組みに加え、街並みの見え方を意識した景観形成に取り組んでいきます。

仙台市が取り組む街並み景観形成のイメージ

仙台市の景観施策全体に及ぶ視点

仙台市が取り組む眺望景観形成のイメージ
水平線への

見通しを遮らない
泉ヶ岳周辺の山々の

眺望を保全
北山丘陵・樹林群への
見通しを遮らない

都心部の立体感や奥行感を形成

◆①回遊拠点をつくる
◆②内外に開かれたオープンスペース
◆③ひとが主役となる心地よい居場所づくり
◆④特別な時間を過ごすための空間演出

緩和施策により創出される
オープンスペースの目指す姿

【これまでの景観の取り組み（H21～）】
 景観計画等による制限により、市全体
として、周囲から突出した建築物等を
抑え、仙台城跡や県庁などからの眺望
景観を保全してきた

人を誘う設え

別紙２－１

※赤枠部分が特にオープンスペースに関する景観形成のイメージ

開かれたオープンスペース

提供：

ＮＰＯ法人大丸有エリアマネジメント協会



別紙２－２

１．緩和要件が空地や緑地の定量基準が主

２．ベンチ等が設置されていても利用されてな
いオープンスペースが見受けられた

１．立地条件によるポテンシャルを活かしきれ
ていない。

１．オープンスペースに関する統一した取扱い
や質に関する基準等が必要

現 状 （R2 景観総合審議会で説明）

オープンスペースガイドラインについて（検討のまとめ）

現状の課題 （R2 景観総合審議会で説明）

問 題 点      

１．立地の特性を読み解くことで、「歴史」「履歴」
「景観」などを整備の手がかりとする。

２．立地の特性を読み解くことで、立地条件に
適した空地の役割を導き出す。

２．オープンスペースの役割を問わないことか
ら、役割が不鮮明になっている。

３．樹木、ベンチ、舗装などの質や配置によって
居心地の良さが左右されている。

目指す姿 （提言書） 実現するための戦略

３．居心地の良さに影響する要素を抽出し、そ
れについて整備基準を示す。

解決するための戦略

１．ケヤキ並木のシンボルロードを中心に、通
りの美しさが、仙台を訪れる人をひきつけ、
通りを歩くこと、通りで過ごすことを楽し
み、通りに賑わいが生まれている。

２．シンボルロードに、公園、オープンスペース
等が有機的につながり、市民が暮らしの場
として楽しんで過ごしている。
そこに、観光やイベントへの参加など様々
な目的で仙台を訪れた人の楽しむ姿が加わ
り、街の賑わいを生んでいる。

オープンスペースガイドラインへ

６．回遊拠点をつくる

７．内外に開かれたオープンスペース

８．ひとが主役となる心地よい居場所づくり

5．オープンスペースの維持管理がされているよ
うに見えない。

実現するための戦術

１．立地特性の読み解き方について示すことで、
立地場所に適した提案を事業者に求める。

６．ベンチのある休憩スペースをつくる。

７．通り、敷地、建物内へ誘う要素ごとの設えと
する。

８．使い方等から配置や要素ごとの質を検討す
る。

４．事前協議（※検討中）

３．ひとの使い方や心地よさを中心とした要素
ごとの質や配置について整備基準を示す。

目的、考え方、対象、位置づけ、活用方法など
について解説

４．容積率等緩和の物件であっても、景観計画
届出の事前協議は努力義務である。

４．事前協議の見直しや各課連携した協議等の
方法を検討する。

９．特別な時間を過ごすための空間演出

次期総合計画

5．維持管理しやすい材料の使用や維持管理につ
いて検討する。

5．維持管理に関する基準や維持管理体制の構築
（※検討中）

9．夜間照明等空間を演出する要素について整備
基準を示す。

現

在

 
 

 
 

 

未

来

解決するための戦術

２．立地条件に適した空地の役割について、事
業者と協議を行う。

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
構
成
（
案
）

挑戦を続ける、新たな杜の都へ

～“The  Greenest  City”SENDAI～

私たちが誇りに思い
世界からも選ばれるまちへ

は じ め に

STEP１ 立地条件の把握
STEP２ 利用者・使い方の想定
STEP3・配置を計画する
STEP4・使い方や場所に応じた空間整備
STEP5・維持管理や活用方法の検討
STEP６ オープンスペースの利用

１）種類ごとの質に関する基準
    歩道状空地、敷地内貫通通路、滞在空間、

角地・屋上・ピロティなど
２）要素ごとの質に関する基準

    配置、ファサード、ベンチ、植栽、照明、
標示サイン、工作物、色、舗装

第１章 検討フロー 第 2 章 整備に関する基準

維持管理体制や修繕等について解説

第 3 章 維持管理および活用に関する基準


